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教室募集状況 
（２月時点） 

募集中：親子卓球／サッカー／フィットネス教室／親子テニス 
募集停止：親子バドミントン／チア・リーディング 

 

 

 

（６月行事が裏面） 

 

事務所開設時間 

月・水・金 

14:30～16:30 

フェアプレイで日本を元気に 

あくしゅ あいさつ ありがとうをしよう！ 

（日本スポーツ協会 フェアプレイキャンペーン より） 

特定非営利活動法人総合型ＳＣ長与スポーツクラブ  

長与小学校体育館内 ＨＰアドレス http://www.nagayosc.sakura.ne.jp/NSC 

ＴＥＬ／ＦＡＸ 095-865-9511  メールアドレス nsc@jewel.ocn.ne.jp 

 

新型コロナウィルス 
 

２月 28日文部科学大臣から次のような要請が発表されました。 

「今回の要請は、国の意思として感染の拡大を防ぐ、また子供の安全を守る観点から全国の

小中、高等学校、高等専修学校、また特別支援学校等の設置者に対し、3月 2日からの一斉の

臨時休業を行うことを要請したものであります。」 

長与町では 3月 2日から、小・中学校は臨時休業に入っています。長与スポーツクラブでも、

3月末まで、教室活動を中断しています。臨時休業中の運動に関して、文部科学省は、3月 13

日にホームページに「Q＆A」として、次のような内容を掲載しています。 

 

『臨時休業期間中に、児童生徒が外出して運動をしてもよいのか。』 

通知においては、児童生徒に「新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業

の措置であるという趣旨を理解させ」、臨時休業期間中は、「人の集まる場所等への外出を避け、

基本的に自宅で過ごす」ようお示ししたところですが、児童生徒の健康保持の観点から、児童

生徒の運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会を確保することも大切であると考

えており、日常的な運動（ジョギング、散歩、縄跳びなど）を安全な環境の下で行っていただ

きたいと考えます。ただし、感染拡大を防止する観点から、一度に大人数が集まって人が密集

する運動とならないよう配慮することが必要です。 

 

 適度な運動は良い習慣です。安全な環境の中で、例示されているジョギング等が行われること

は、大切なことであると思います。 

教室を継続される皆様へ 

教室を継続される皆様へのスポーツ安全保険への加入手続きについてお知らせします。 

すでにいくつかの教室では、継続される方へのご案内と申し込みが済んでいます。サッカー教室、

テニス教室、卓球教室に参加されている方々には、ご案内がまだできていません。現在、これらの

教室に参加されている方で、継続される皆様につきましては、事前に申し込みをしていただきます

ようお願いいたします。 

お名前・年齢・教室名 を FAXまたはメール（下記に掲載）でお知らせください。書式は問い

ません。よろしくお願いいたします。 


